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②　登録特定行為事業者の登録（介護職員等による喀痰吸引等）に関する流れ（例）

報告の受理 

介護保険法・老人福祉法等に

基づく定期監査・実地指導 

喀痰吸引等の実施体制を整

備 

登録特定行為事業者の 

登録申請 

登録申請の審査 

（喀痰吸引等の実施体制を確

認） 

登録特定行為事業者登録 介護職員等が業として喀痰吸

引等を実施可能 

監査等を受験 

登録研修機関の登録 

介護職員等が研修を受講 

介護職員等に実地研修を実施 

実地研修結果報告 

認定特定行為業務従事者認

定証の交付申請 

認定証の交付 

研修修了報告 

年1回以上 

喀痰吸引等研修を開催 

基本研修（50時間の講義、演

習）を実施 

実地研修実施体制を確認 

実地研修に係る委託契約を締結 

修了証明書を発行 

※併せて修了者管理も実施 

実地研修結果を確認 


